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デ
ジ
タ
ル
機
器
は
今
や
日

常
生
活
に
不
可
欠
で
あ
る
。

便
利
な
反
面
弊
害
を
指
摘
す

る
研
究
も
あ
り
注
意
が
必
要

で
あ
る
。
特
に
子
ど
も
の
ス

マ
ホ
・
デ
ジ
タ
ル
機
器
依
存

症
の
怖
さ
に
つ
い
て
認
識
を

質
し
た
い
。

当
町
で
は
い
ち
早
く
タ

ブ
レ
ッ
ト
を
導
入
し
た
が
、

児
童
・
生
徒
の
使
用
実
態
の

調
査
、
学
習
効
果
の
検
証
は
。

平
成
26
年
度
か
ら
タ
ブ

レ
ッ
ト
を
導
入
し
、
今
で
は

９
割
以
上
の
教
員
が
週
３
日

以
上
授
業
で
利
用
し
て
い
る
。

家
へ
の
持
ち
帰
り
は
申
請
が

あ
れ
ば
許
可
す
る
が
、
フ
ィ

ル
タ
リ
ン
グ
を
か
け
て
利
用

を
制
限
し
て
い
る
。
学
習
面

の
効
果
検
証
は
町
単
独
で
は

や
っ
て
い
な
い
が
、
全
国
学

習
調
査
は
他
と
遜
色
の
な
い

結
果
で
あ
る
。

教
育
現
場
に
お
け
る
デ

ジ
タ
ル
機
器
は
、
先
生
も
生

徒
も
便
利
で
有
効
な
の
で
活

用
さ
れ
て
い
る
が
、
反
面
、

デ
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
の
認

識
は
。イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
安

全
に
使
う
能
力
の
不
足
に
よ

る
ト
ラ
ブ
ル
は
認
識
し
、
情

報
モ
ラ
ル
教
育
に
取
り
組
ん

で
い
る
。

デ
ジ
タ
ル
機
器
の
使
用

の
低
年
齢
化
が
進
ん
で
い
る

が
、
学
齢
期
以
前
の
実
態
調

査
や
、
保
護
者
に
対
す
る
啓

発
は
。町

独
自
の
調
査
は
し
て

い
な
い
が
、
こ
ど
も
家
庭
庁

の
調
査
で
は
０
歳
児
の
１
割
、

２
歳
児
の
約
半
数
が
日
常
的

に
ス
マ
ホ
を
利
用
し
て
い
る

と
の
こ
と
。
今
後
、
啓
発
に

取
り
組
む
。

ス
マ
ホ
依
存
症
は
、
ア

ル
コ
ー
ル
や
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依

存
同
様
、
依
存
症
で
あ
り
、

脳
が
発
達
段
階
に
あ
る
子
ど

も
は
な
り
や
す
い
危
険
が
あ

る
が
、
啓
発
す
る
機
会
は
。

希
望
者
だ
け
が
受
講
す

る
子
育
て
教
室
で
は
な
く
、

な
る
べ
く
多
く
の
保
護
者
に

認
識
し
て
も
ら
え
る
よ
う
、

チ
ラ
シ
等
を
検
診
時
に
配
布

し
た
り
、
Ｈ
Ｐ
や
広
報
で
啓

発
す
る
。

　
農
業
振
興
を
目
的
に
、
農

地
の
公
図
地
番
ご
と
に
農
振

農
用
地
を
指
定
し
た
一
団
の

農
地
を
対
象
に
、
農
道
整
備

や
施
設
整
備
を
行
っ
て
き
ま

し
た
が
、
近
年
の
松
田
町
の

農
地
は
担
い
手
不
足
等
に

よ
っ
て
、
葛
葉
フ
ジ
や
竹
林

に
覆
わ
れ
復
元
で
き
な
い
耕

作
放
棄
地
が
多
く
な
っ
て
い

ま
す
。

　
耕
作
放
棄
地
が
増
加
す
る

最
大
の
要
因
は
、
農
振
農
用

地
は
一
度
指
定
さ
れ
る
と
容

易
に
解
除
で
き
な
い
た
め
、

山
林
に
転
用
で
き
な
い
こ
と

が
問
題
で
す
。

松
田
地
区
と
寄
地
区
の

農
振
農
用
地
内
の
耕
作
放
棄

地
の
面
積
に
つ
い
て
。

松
田
地
区
55
ha
の
う

ち
25
％
、
寄
地
区
75
ha
の

う
ち
９
％
、
合
計
１
３
０
ha

の
う
ち
20
ha
、
16
％
が
耕
作

放
棄
地
と
な
っ
て
い
る
。

耕作放棄地の農用
地指定解除の制度
改正を県へ要望す
る
回答（町長）

農
振
農
用
地
指
定
の
解

除
要
件
を
満
た
し
て
の
山
林

転
用
の
可
能
性
に
つ
い
て
。

農
用
地
指
定
の
解
除
は
、

「
農
振
法
」
13
条
２
項
の
６

の
要
件
を
全
て
満
た
し
た
場

合
で
農
用
地
を
解
除
し
た
後
、

山
林
転
用
が
で
き
る
か
ど
う

か
判
断
す
る
も
の
で
、
現
実

論
と
し
て
は
非
常
に
難
し
い

制
度
と
感
じ
て
い
る
。

農
振
農
用
地
を
解
除
で

き
な
い
耕
作
放
棄
地
に
対
す

る
対
応
に
つ
い
て
。

農
地
が
荒
れ
る
前
に
貸

借
を
行
え
る
よ
う
「
新
規
就

農
者
等
担
い
手
支
援
補
助
金
」

や
、「
遊
休
農
地
等
再
生
事

業
補
助
金
」
な
ど
の
補
助
制

度
を
用
い
て
耕
作
放
棄
地
の

対
策
を
行
っ
て
い
る
が
、
著

し
い
成
果
は
上
が
っ
て
い
な

い
。

　
広
範
囲
の
耕
作
放
棄
地
に

は
、
イ
ノ
シ
シ
・
鹿
・
熊
な

ど
が
住
み
着
き
、
優
良
農
地

へ
の
被
害
拡
大
や
、
人
災
を

懸
念
し
て
い
る
の
で
、
同
じ

問
題
を
抱
え
る
近
隣
市
町
と

連
携
し
て
、
県
に
制
度
改
正

を
要
望
し
て
い
く
。

スマホ依存症につ
いて子育て世代に
啓発します！

回答（教育長）
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